
女
王
回
草
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月
ニ
十
】
同
富
一
-
一
珊
圏
直
噛
耳
可
【
需
月
一
同
一
日
理
-
M
V

♂之、，¥，'，

ー- y弓プ" &f主 /aq 示日腎音辛 子 理 安 日

!
!
 

;
1
i
l
;
4
1
 

禁

轄

載

4
2
珊

嘩

車

地
方
税
に
於
け
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向
・
法
率
一
博
士
神
戸

経
滑
理
論
に
於
け
る
時
間
・
・
・
・
・
・
文
皐
博
士
高
田

統
計
系
列
の
基
礎
概
念
・
・
-
符
涛
皐
士
時
川

A

B

A

+

咽

E

・g-
目

a
T
A
F

主
制
官
値
説
ミ
貨
幣
債
値
論
・
・
'
・
極
海
皐
士
柴
田
敬

た
都
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積
之
分
散
河
川
滞
感
コ
バ
旧
長
大
耶
一
一

米
の
生
産
さ
消
費
三
の
連
繋
・
・
・
筏
狩
墜
士
谷
口
古
口
彦

雑

録

大
都
市
の
土
地
の
債
格
・
・
・
将
軍
十
博
士
汐
鬼
一
二
郎

農
業
の
機
械
化
・
・

••.. 

，
.
師
団
潜
搭
士
八
木
芳
之
助

植
民
地
に
封
す
る
経
漕
活
動
の
特
質
・
・
・
師
二

2
2
金

持

一

郎

都
市
公
企
業
の
財
政
的
-
意
味
・
・
・
同

2
2
2
大

谷

政

敬

辻
陥

A
下

扱
常
識
券
法
・
重
要
売
業
統
制
法
・
勢
働
者
災
害
挟
助
法
・
持
働
者
災
害
柊
助
費
伶
保
険
法
・
山
北
部
司
法
巾
吹
正
・

向
動
車
交
通
一
事
業
法

附

録

新
着
外
園
経
滑
雑
誌
主
要
論
題

本
誌
第
三
十
二
巻
綿
日
銀

虎保正

三馬雄



大
都
市
白
土
地
四
一
債
格

霧

言葉

大
都
市
の
土
地
の
債
格

汐

見

郎

第
一
、

ww

言

大
都
市
の
土
地
の
償
協
d
・
大
山
設
に
於
て
帥
貯
は
乃
国
明
市
告
示

し
て
ゐ
る
。
然
し
騰
貴
の
程
度
は
必
宇
し
も
各
都
市
に
つ
き
同

一
な
ら
今
、
叉
同
一
都
市
の
中
に
於
て
も
か
の
遠
心
力
と
求
心

力
と
の
理
の
如
く
、
そ
の
中
央
部
に
於
て
は
貫
空
欣
態
に
し
て
、

尚
武
化
少
く
、
周
閣
の
郊
外
地
に
至
る
に
従
ひ
、
蝿
礎
化
の
甚
だ
し

き
も
の
が
あ
る
。
二
、
に
大
都
市
の
土
地
政
策
の
擁
立
が
叫
ば

れ
、
土
地
噌
僧
税
の
必
要
が
唱
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
大

都
市
の
代
表
と
し
て
特
に
大
阪
市
ぞ
選
ぴ
、
そ
の
土
地
の
慣
絡

に
付
き
研
究
を
準
め
る
。

そ
も
/
1
土
地
の
寅
買
債
格
な
る
も
の
は
、
買
手
と
山
貝
手
と

の
需
給
関
係
の
強
弱
に
よ
り
支
配
せ
ら
れ
、
上
と
下
と
の
間

第
三
十
二
巻

O 

第
六
時
瑞

j¥， 

に
大
な
る
開
き
が
存
し
、
京
確
な
る
僧
格
は
之
や
明
ら
か
に
し

難
い
の
で
あ
る
。
然
し
土
地
は
原
則
と
し
て
毎
年
引
っ
ぜ
き
牧

続
を
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
盲
目
買
債
格
に
比
し
、
収
盆
優
待

の
方
が
比
較
的
容
易
に
之
ぞ
確
定
す
る
事
が
出
来
る
。
従
て
、

大
都
市
の
土
地
の
債
格
を
調
査
す
る
相
場
合
に
於
て
も
、
元
本
償

俗
た
る
寅
民
債
格
の
外
に
牧
中
俳
優
裕
の
一
一
種
た
る
賃
貸
憤
格
を

調
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

我
闘
に
於
て
は
、
凶
租
の
課
税
標
準
冶
定
め
る
に
め
に
、
明

----

治
十
一
年
に
法
定
地
債
を
算
定
し
、
夏
に
宅
地
債
修
正
の
材
料

•••• 

と
し
て
明
治
四
十
三
年
に
宅
地
の
賃
貸
借
格
ぞ
調
査
し
、
最
後

に
地
租
僚
例
ぞ
駿
止
し
、
地
租
法
巻
採
用
す
る
前
提
と
し
て
、

•••• 

大
一
此
十
五
年
四
月
一
日
現
在
の
賃
貸
償
絡
を
全
て
の
有
租
地
に

付
き
定
め
た
の
で
あ
る
。
故
に
明
治
十
一
年
の
法
定
地
債
と
明

治
四
十
三
年
と
、
大
疋
十
五
年
と
の
賃
貸
借
格
と
の
三
つ
の
材

料
を
謝
間
…
す
る
と
、
大
阪
市
の
土
地
の
債
格
に
闘
す
る
大
館
の

概
念
を
得
る
事
が
出
来
る
。

第
二
、
宅
地
の
最
高
債
格



大
蔵
省
主
税
局
の
調
査
に
基
・
昔
、
、
大
阪
市
の
宅
地
の
一
一
時
営

り
最
高
賃
貸
債
格
を
各
匝
別
に
剤
皐
し
て
第
一
表
の
数
字
を
得

る
事
が
出
来
る
。
こ
れ
は
大
正
十
五
年
四
月
一
日
現
在
の
賃
貸

借
格
で
あ
る
が
、
更
に
明
治
四
十
三
年
に
於
け
る
賃
貸
債
格
も

併
せ
添
へ
る
事
と
し
た
。

第
一
表

宅
地
の
一
坪
首
句
最
高
賃
貸
債
格
表

一
匹

耳目

区大
路君
!己貸五

明
治
四
十
一
一
一
周

年
の
賃
貸
償
一

橋
(
閲
〉
…

，81) 
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大
都
市
白
土
地
の
債
格

十
三
匿
の
中
で
、
東
成
医
、
西
成
匿
、
住
吉
原
、
東
淀
川
区

西
淀
川
区
の
五
匡
は
大
正
十
四
年
に
郡
部
よ
り
市
部
に
編
入
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
大
正
十
五
年
の
賃
貸
償
格
を
明
治
四
十

一
一
年
首
時
め
賃
貸
債
格
と
比
較
す
る
と
、
過
去
十
数
年
間
に
非

常
な
餐
化
を
途
け
た
の
で
あ
る
。
大
都
市
の
中
央
部
の
地
債
よ

の
も
、
周
圏
の
郊
外
地
の
地
債
の
方
が
費
化
の
大
な
る
事
は
こ

れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
。

第
三
、
奮
大
阪
市
の
宅
地
の
賃
貸
償
格

郊
外
地
は
之
を
除
き
、
若
田
大
阪
市
町
ち
東
恒
、
西
区
、
港
直
.

南
区
、
浪
速
匿
、
天
王
寺
医
、
北
区
、
此
花
匿
の
八
匝
に
付
き
明

治
十
一
年
の
法
定
地
償
金
調
べ
て
第
二
表
を
得
た
の
で
あ
る
。

明
治
四
十
三
年
と
大
正
十
五
年
と
の
こ
回
に
は
賃
貸
債
格
が
調

べ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
調
査
の
統
一
を
保
つ
た
め
に
、
明
治
十

一
年
の
地
償
も
之
や
賃
貸
償
格
に
改
め
て
比
較
す
る
必
要
が
を
の

る
。
或
は
大
騰
な
る
計
算
方
法
か
も
知
れ
ぬ
が
、
法
定
地
債
の

六
パ
ー
セ
ン
ト
巻
明
治
十
一
年
営
時
の
推
定
賃
貸
償
格
と
し
允

の
で
あ
る
。

第
三
十
二
巻

一O
二
三

第
六
披

九

宅地ー坪営 P賃貸大蔵省主税局・土地賃貸債格調査事業報告書第三十四表
債格表 280頁
(明治十一年九月) 四大極地位等級表2) 



大
都
市
白
土
地
白
一
債
格

第
=
表

明
治
十
一
年
に
於
け
る
宅
地
の
一
一
昨
営
り
地
債

及
び
推
定
賃
貸
償
格
表
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国
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耳

L
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E

ノ
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U
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l

一
四
・
九
O
O
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0
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八
九
四

一
四
・
入
六
凡
一

0
・
八
九
二

一
四
・
二
二
八
一

0
・
八
五
三

一
四
・
七
七
二
一

0
・
八
八
六

一
四
・
四
五
二
一

0
・
八
穴
七

一
四
・
四
五
三

0
・
八
六
七

名

第
一
表
と
第
二
表
と
の
数
字
を
連
絡
せ
し
め
て
第
三
表
の
教

字
を
得
た
の
で
あ
る
。
即
ち
明
治
十
一
年
の
宅
地
の
一
一
昨
賞
ふ
り

推
定
賃
貸
債
格
を
一

O
Oと
し
、
明
治
四
十
三
年
と
大

E
十
五

年
と
の
賃
貸
債
格
ぞ
指
数
に
よ
り
算
定
し
、
地
債
の
費
港
ぞ
調

べ
た
も
の
が
第
三
表
で
あ
る
。

第
三
十
二
巻

一O
二
四

第
三
表

第
六
時
踊

一二
O

宅
地
の
一
一
昨
営
。
賃
貸
債
格
の
指
数
表

級逼南 北潰一 地

一丁
丁目
目

名
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00  
00  年
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四
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=モ四 年
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仲
ノ
町
二
丁
目

高
砂
町
二
丁
目

花
園
町

九
傑
遁
二
丁
目

西
樽
町

附
町
駅
町
一
丁
目

土
木
町
六
丁
目

東
梅
田
町

よ
幅
島
中
一
丁
目

上
頑
島
中
二
丁
目

一0
0

一0
0

一0
0

一o
o

-、J
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h
J
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、r
k
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0
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0
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0

一0
0
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八
ナ

七
九
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七
八
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八
七
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二
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、
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ノ
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」
J
H
V
F
』

二=四

五
六
四

一
九
O

一九
O

四、
O
四
四

四、
O
七

O

問
、

o=一五

閥
、
七
一
八
一

一
o、
六
二
六
一

ニ可
1

・
札
門
町
戸
川
E

，
寸
聞
が
F
V
F
J
/

=
一
、
五
-
四

六、
O
九
二

二
、
五
三
七

二
、
五
三
七

明
治
十
一
年
と
大
疋
十
五
年
と
の
賃
貸
借
格
を
比
較
す
る
と

最
も
勝
貴
の
程
度
の
大
な
る
は
北
演
の
百
十
二
倍
に
し
て
、
最

も
小
な
る
も
の
で
も
上
幅
島
の
二
十
五
倍
で
あ
ゐ
。

第
四
、
大
都
市
の
土
地
の
債
格

大
都
市
の
代
表
と
し
て
大
阪
市
を
選
び
、
其
法
定
地
債
及
び

賃
貸
債
格
を
宅
地
に
付
A
H
て
調
べ
、
土
地
の
債
格
の
時
変
動
や
比



較
し
て
興
味
あ
る
事
責
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
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倫
土
地
の
債
格
の
高
き
事
と
共
の
騰
貴
の
趨
勢
の
著
る
し
き

名

事
と
は
必
ホ
し
も
大
阪
市
に
特
有
の
現
象
で
な
く
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
凡
て
の
大
都
市
に
通
じ
て
之
を
見
受
け
る
事
が
出

来
る
。
昭
和
五
年
十
月
一
日
の
国
勢
調
査
に
人
口
十
五
高
以
上

を
有
せ
る
大
都
市
と
し
て
、
大
阪
市
、
東
京
市
、
名
古
屋
市
.

榊
戸
市
、
京
都
市
、
横
機
市
、
廃
島
市
、
稿
岡
市
、
長
崎
市
、

幽
館
市
、
呉
市
.
仙
肇
市
、
札
幌
市
、
八
幡
市
、
熊
本
市
、
金

津
市
の
十
六
都
市
を
濯
び
、
宅
地
の
一
一
昨
営
り
最
高
賃
貸
借
格

ぞ
大
正
十
五
年
と
明
治
四
十
三
年
と
に
付
き
調
査
す
れ
ば
、
次

の
第
四
表
を
得
る
事
が
出
来
る
。
夏
に
各
大
都
市
に
於
け
る
過

去
十
五
年
間
の
土
地
賃
貸
債
格
の
鐙
動
の
趨
勢
を
比
較
す
る
に

め
に
、
明
治
四
十
=
一
年
の
宅
地
の
賃
貸
債
格
を
百
と
し
て
、
大

正
十
五
年
の
賃
貸
償
格
を
指
数
に
よ
り
一
示
し
、
第
四
表
に
牧
め

た
の
で
あ
る
。
突
の
如
く
で
あ
る
。

第
四
表

宅
地
の
一
一
昨
営
り
最
高
賃
貸
債
格
表

大
都
市
白
土
地
D

債
格

地
明
治
十
一
年
と
明
治
四
十
三
年
左
大
正
十
五
年
と
の
三
回
に

渡
り
、
過
去
五
十
年
の
餐
迭
を
見
る
に
、
大
都
市
の
土
地
の
牧

盆
償
格
の
餐
f~ 
拍t

般
物
僚
の
愛
動
以
上

主日
何

は
け
し
き

か
ぞ
知
る
事
が
出
来
る
。
更
に
注
意
す
べ
き
は
大
都
市
の
中
央

第
三
十
二
巻

一O
二
五

第
六
務



農
業
の
機
械
化

部
よ
り
も
寧
ろ
、
援
演
町
村
に
於
て
牧
担
金
債
格
の
謄
貴
の
著
し

き
事
も
数
字
的
に
寅
謹
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
土
地
の
所

有
者
は
明
治
十
一
年
よ
り
大
正
十
五
年
ま
で
必
ホ
し
も
同
一
人

で
な
く
、
夏
に
土
地
の
所
有
に
は
有
形
無
形
の
負
携
が
伴
ふ
も

の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
七
地
所
有
者
が
以
ょ
の
利
盆
を
如
寅

に
得
て
ゐ
る
と
云
ふ
わ
け
で
な
い
。
然
し
之
に
よ
り
大
都
市
の

土
地
の
慣
格
の
蟹
濯
に
闘
し
、
か
な
り
遡
確
な
る
標
準
そ
得
る

事
が
門
来
に
の
で
あ
ゐ
。
而
し
て
此
等
の
研
究
を
な
す
一
事
の
出

京
大

ωは
、
地
租
改
正
に
件
ふ
土
地
賃
貸
債
格
の
調
査
が
全
園

的
に
行
は
れ
た
結
果
で
あ
る
。
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